
議案第２７号 

 

   狭山市立公民館条例の一部を改正する条例 

第１条 狭山市立公民館条例（昭和５３年条例第２０号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条の表狭山市立中央公民館の項中「狭山市入間川３丁目１番１号」を「狭山

市入間川１丁目３番１号」に改める。 

  第５条各号を次のように改める。 

（１）中央公民館 

   ア １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（２）中央公民館以外の公民館 

  ア 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

  イ １２月２８日から翌年の１月４日までの日（アに掲げる日を除く。） 

第６条を次のように改める。 

 （開館時間） 

第６条 公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、事情に

よりこれを変更することができる。 

（１）中央公民館 

  ア 午前９時から午後１０時まで 

（２）中央公民館以外の公民館 

  ア 日曜日及び月曜日にあつては、午前９時から午後５時まで 

  イ 火曜日から土曜日までにあつては、午前９時から午後１０時まで 

別表を次のように改める。 

 



 

 

別表（第１０条関係） 

施設の名称 

使用料（単位 円） 

午前９時

から午前

11時まで 

午前11時

から午後

１時まで 

午後１時

から午後

３時まで 

午後３時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

７時まで 

午後７時

から午後

10時まで 

狭山市立中央

公民館 

第１学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第２学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第３学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第４学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第１会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第２会議室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ７５０ 

第１和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

第２和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

ホール ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ １，０５０ 

グ リ ー ン 

ホール 
６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

視聴覚室 ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ７００ 

工芸室 ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ４５０ ７００ 

狭山市立富士

見公民館 

第１学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第２学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

ホール ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ １，２００ 

調理実習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

音楽室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

工芸室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

狭山市立入曽

公民館 

第１学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第２学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

ホール ６５０ ６５０ ６５０ ６５０ ６５０ １，０００ 

調理実習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

狭山市立水野

公民館 

第１学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第２学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第３学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

ホール ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ １，０５０ 

調理実習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

音楽室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

工芸室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

狭山市立堀兼

公民館 

学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

会議室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 



 

 

備考 法第２２条第６号に規定する公民館の事業に該当しない利用に係る使用料は、この表に定める

金額に、当該金額の１００分の５０に相当する額を加えた額とする。 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

狭山市立狭山

台公民館 

学習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第１会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第２会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

狭山市立新狭

山公民館 

会議室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

調理実習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

ホール 

（全室） 
７００ ７００ ７００ ７００ ７００ １，０５０ 

ホール 

（一室） 
３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

狭山市立奥富

公民館 

学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

多目的室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ７５０ 

狭山市立柏原

公民館 

学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

工芸室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

狭山市立広瀬

公民館 

学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

第１会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第２会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

調理実習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

狭山市立水富

公民館 

第１学習室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

第２学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

会議室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 



 

 

第２条 狭山市立公民館条例の一部を次のように改正する。 

  別表狭山市立中央公民館の項を次のように改める。 

  附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第１条中別表の改正規定は、

平成２４年２月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の狭山市立公民館条例別表の規定は、平成２４年４月

１日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前

の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の狭山市立公民館条例別表の規定（狭山市立中央公民

館の項に限る。）は、第１条中第２条の表の改正規定の施行日以後の施設の利用に

ついて適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。 

 

狭山市立中央 

公民館 

第１学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第２学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第３学習室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ３００ 

第４学習室 ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ２５０ ４００ 

第５学習室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ７５０ 

第１和室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

第２和室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

第１ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

第２ホール ６００ ６００ ６００ ６００ ６００ ９００ 

調理実習室 ４００ ４００ ４００ ４００ ４００ ６００ 

視聴覚室 ３００ ３００ ３００ ３００ ３００ ４５０ 

工芸室 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ７５０ 



 

 

  平成２３年６月１日提出 

 

         狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

提案理由 

 狭山市立中央公民館の移転に伴い、同館の位置、休館日及び開館時間の規定を改め、

併せて公民館施設の有効活用及び利用者の利便性の向上を図るため、利用方法を見直

すとともに、受益者負担の適正化を図るため、使用料の額を改定したいので、この案

を提出するものである。 


